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町の人口（6月1日現在）�

5月中の異動�

人　口  8，872人  減  9人 

転入ほか───68人（うち出生  7人）�
転出ほか───77人（うち死亡14人）�

男 4,487人　減  8人�
女 4,385人　減  1人�

世帯数  4,735世帯  減  3世帯�

各地域の人口・世帯数�（6月１日現在）�
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■
投
票
日

７
月
３
日
（
日
）

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

■
投
票
区
・
投
票
所
　

三
　
根
　
三
根
公
民
館

大
賀
郷
　
大
賀
郷
公
民
館

樫
　
立
　
樫
立
公
民
館

中
之
郷
　
中
之
郷
公
民
館

末
　
吉
　
末
吉
公
民
館

投
票
所
入
場
券
（
は
が
き
）
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

入
場
券
が
届
い
て
い
な
か
っ
た

り
、
紛
失
し
た
場
合
で
も
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
は
投

票
で
き
ま
す
の
で
、
各
投
票
所
の

受
付
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

投
票
日
に
仕
事
や
上
京
、
レ
ジ

ャ
ー
な
ど
で
投
票
所
へ
行
け
な
い

方
は
、
次
の
期
間
に
期
日
前
投
票

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
期
間
　

７
月
２
日
（
土
）
ま
で

■
受
付
場
所
・
時
間

町
役
場
総
務
課
カ
ウ
ン
タ
ー

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
８
時

■
問
い
合
わ
せ

八
丈
町
選
挙
管
理
委
員
会

内
線
２
１
５

【
職
種
】

○
司
　
書
…
…
…
…
…
…
…
１
名

○
調
理
員
…
…
…
…
…
…
…
１
名

【
採
用
予
定
年
月
日
】

平
成
１７
年
８
月
１
日
以
降

【
勤
務
場
所
】

○
司
書

町
立
図
書
館

○
調
理
員

特
に
定
め
な
い

【
待
遇
】

職
員
の
給
与
の
関
す
る
条
例
等

に
よ
る

【
応
募
資
格
】

○
司
書

司
書
の
資
格
を
有
す
る
者
で
昭

和
５０
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方

○
調
理
員

中
学
校
卒
業
以
上
で
昭
和
４０
年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

※
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
の
欠
格

条
項
に
該
当
す
る
方
は
、
受
験

で
き
ま
せ
ん
。

【
試
験
の
方
法
】

ア
　
筆
記
試
験（
教
養
試
験
・
論
文
）

イ
　
口
述
試
験
（
個
人
面
接
）

【
試
験
の
日
時
・
場
所
】

７
月
２１
日
（
木
）
午
前
９
時

八
丈
町
役
場
会
議
室

○
調
理
員

午
前
９
時

○
司
書

午
前
１０
時
４０
分

【
申
込
締
切
】

７
月
１５
日
（
金
）
午
後
５
時

（
郵
送
の
場
合
、
同
日
必
着
）

【
提
出
書
類
】

○
共
通

・
履
歴
書
（
町
指
定
の
も
の
・
自

筆
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１
通

・
写
真
（
上
半
身
脱
帽
正
面
向

４
ｃｍ
×
４
ｃｍ
・
履
歴
書
に
貼
る

こ
と
）
…
…
…
…
…
…
…
１
葉

・
最
終
学
校
卒
業
証
明
書
（
卒
業

証
書
の
写
し
可
）
…
…
…
１
通

・
健
康
診
断
書
（
町
指
定
の
も
の
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
通

※
司
書

司
書
資
格
証
明
書
の
写
し
…
１
通

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

東
京
都
八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷

２
３
４
５
番
地
１

八
丈
町
総
務
課
庶
務
係

電
話
　

０
４
９
９
６
―
２
―
１
１
２
１

内
線
２
１
２

2

広報はちじょう●INFORMATION 東京都議会議員選挙／八丈島サマーコンサート／八丈町職員募集

東
京
都
議
会
議
員
選
挙

投
票
日
7
月
3
日（
日
）

「
東
京
発
未
来
行

投
票
用
紙
は
招
待
き
っ
ぷ
」

東
京
都
議
会
議
員
選
挙
が

次
の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す

投
票
所
入
場
券

期
日
前

き
じ
つ
ぜ
ん

投
票
が
で
き
ま
す

八
丈
町
職
員
募
集

團伊玖磨記念八丈島サマーコンサートを次のとお�
り開催します。入場希望の方は、広報折り込みの申�
込書を教育課生涯学習係または、各出張所へ提出�
してください。�

■日時�
　8月7日（日）�
　○第1回公演・・・午後2時30分（開場：午後2時）�
　○第2回公演・・・午後7時30分（開場：午後7時）�

■場所�
　八丈高校視聴覚室�

■出演者�
　○ヴァイオリン　井上　雅美�
　○ピアノ 本間　有記�
　○ソプラノ 小林真由美　�

■定員�
　第1回公演　300名／第2回公演　300名�

■申込締切�
　7月25日（月）�
　なお、定員になり次第、締め切らせていただきます。�
※未就学児は入場できませんのでご了承ください。�
※当日は、駐車場の混雑が予想されますので、徒歩、�
　相乗りなどでご来場ください。�

■問い合わせ�
　教育課生涯学習係�
　電話2－0797

八丈島サマーコンサート�八丈島サマーコンサート�
團伊玖磨記念�



税
金
は
、
福
祉
、
教
育
、
建
設

な
ど
に
充
て
ら
れ
る
大
切
な
財
源

で
す
の
で
、
納
期
内
に
き
ち
ん
と

■
実
施
日
程

８
月
２６
日
（
金
）

男
子
・
女
子
学
生
会
館
視
察

■
見
学
・
説
明
会
参
加
資
格

○
島
外
進
学
者
本
人

○
島
外
進
学
者
の
保
護
者
の
方
等

■
集
合
場
所
・
時
間

浜
松
町
・
島
嶼
会
館
４
階
会
議

室午
前
９
時
３０
分

■
参
加
経
費

当
日
の
学
生
会
館
見
学
の
バ
ス

代
、
昼
食
代
に
つ
い
て
は
、
一
部

事
務
組
合
が
負
担
し
ま
す
。

な
お
、
島
か
ら
島
嶼
会
館
ま
で

の
交
通
費
・
宿
泊
費
な
ど
は
参
加

者
各
自
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。

■
申
し
込
み
期
間

７
月
１
日
（
金
）
〜
２５
日
（
月
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

総
務
課
庶
務
係

内
線
２
１
３

書
い
て
く
だ
さ
い
。

＊
い
ず
れ
の
作
品
も
裏
面
に
作
者

の
住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、

学
校
名
、
学
年
、
組
を
明
記
し

て
、
９
月
２
日
（
金
）
ま
で
に

学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

総
務
課
庶
務
係

内
線
２
１
１

東
京
都
島
嶼
町
村
一
部
事
務
組

合
で
は
、
財
団
法
人
七
島
学
生
寮

の
廃
止
に
伴
う
島
外
進
学
者
に
対

す
る
支
援
策
と
し
て
、
昨
年
度
よ

り
「
東
京
都
島
し
ょ
町
村
島
外
進

学
者
支
援
制
度
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
島
し
ょ
町
村
の

義
務
教
育
修
了
者
の
う
ち
、
島
外

に
進
学
し
た
人
に
対
し
、
そ
の
人

が
生
活
す
る
た
め
の
住
居
施
設
の

確
保
を
目
的
と
し
、
民
間
学
生
会

館
等
に
島
外
進
学
者
が
入
館
す
る

際
、「
入
館
保
証
金
」
を
立
替
払

い
す
る
も
の
で
す
。

入
館
希
望
者
に
は
、
学
生
会
館

な
ど
の
下
見
会
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

交
通
安
全
、
ご
み
減
量
化
、
火

災
予
防
を
テ
ー
マ
に
し
た
ポ
ス
タ

ー
と
火
災
予
防
の
標
語
を
募
集
し

ま
す
。

応
募
さ
れ
た
作
品
の
中
か
ら
、

優
秀
作
品
を
使
用
し
て
、
広
報
ポ

ス
タ
ー
を
作
成
し
ま
す
。

■
応
募
資
格

小
学
校
５
・
６
年
生
、
中
学
生

■
応
募
上
の
注
意

①
Ｂ
４
サ
イ
ズ
の
画
用
紙

②
作
品
に
は
、
テ
ー
マ
に
あ
っ
た

標
語
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

■
応
募
資
格

小
学
生
３
年
生
〜
６
年
生

■
ポ
ス
タ
ー
応
募
の
注
意

①
Ｂ
４
サ
イ
ズ
の
画
用
紙

②
ポ
ス
タ
ー
内
の
文
字
は
、「
火

の
用
心
」
だ
け
を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

■
標
語
応
募
の
注
意

①
Ｂ
５
サ
イ
ズ
の
用
紙
に
大
き
く

納
め
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
納
期
は
町
税
の
種
類
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

納
付
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

す
ぐ
に
再
発
行
い
た
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

税
務
課
税
務
係

内
線
２
２
１
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広報はちじょう ●INFORMATION 標語の募集／東京都島しょ町村島外進学者支援制度／税のお知らせ

税
の�

　  

お
知
ら
せ�

税
の�

　  

お
知
ら
せ�

交
通
安
全
・
ご
み
減
量
化
・

火
災
予
防
の
ポ
ス
タ
ー
と

火
災
予
防
の
標
語
を
募
集

交
通
安
全
・
ご
み
減
量
化

ポ
ス
タ
ー

学
生
会
館
等
施
設
見
学
と

説
明
会

町
税
は
、
必
ず
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
！

火
災
予
防
ポ
ス
タ
ー
と

火
災
予
防
の
標
語

東
京
都
島
し
ょ
町

村
島
外
進
学
者
支

援
制
度

町では、下記の差押財産の公売を行います。�
●公売物件…下表�
●公売の方法…入札�
●日　　　時…7月21日（木）  午前10時�
●場　　　所…八丈町役場大会議室�
　※町所定の掲示板や閲覧所にも、掲示してありますのでご覧ください。�
■問い合わせ…税務課税務係   内線220、223       

～公売を行います～�

※売却区分番号１に関しては、農業委員会の農地資格証明書が必要です。�

売却区分�
番      号�

１�
�
２�
�
３�
�
４�
�
５�
�

公売保証金�
見積価格�

財産所在地�
地積・床面積�
（m2）�

地目/種類�
�

畑（現況宅地）�
�
山林�
�
宅地�
�

山林（現況畑）�
�
山林�
�

不動産の概要�
�

地上権の�
物件有り�
�
平地�
�
平地�

斜面�
（私道共用道路）�

�
三角地斜面�

�

５００,０００ �
２,６００,０００ �
２,５００,０００ �
１２,１８０,０００ �
５００,０００ �
２,２６０,０００ �
１,０００,０００ �
４,５２０,０００ �
３００,０００ �
１,６９０,０００ 

１,７７４�
�

２,２９１�
�

２６９.６１�
�

９３６�
�

３０３�
�

中之郷�
２９３０番地４�
大賀郷�
７６０２番地３�
大賀郷�
７８５６番地�
大賀郷�
４４２２番地４�
大賀郷�
４４２２番地７�



夏
の
風
物
詩
で
あ
る
花
火
。

事
故
や
怪
我
の
な
い
楽
し
い
思

い
出
に
し
た
い
も
の
で
す
。

花
火
で
遊
ぶ
際
に
は
、
次
の
注

意
事
項
を
守
り
、
花
火
を
楽
し
い

思
い
出
に
し
ま
し
ょ
う
。

１．

花
火
に
書
い
て
あ
る
遊
び
方

を
読
み
正
し
く
扱
い
ま
し
ょ
う
。

２．

風
の
強
い
日
に
は
花
火
を
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

３．

子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
大
人

と
一
緒
に
遊
び
ま
し
ょ
う
。

４．

燃
え
や
す
い
物
の
近
く
は
避

け
ま
し
ょ
う
。

５．

水
バ
ケ
ツ
を
用
意
し
ま
し
ょ

う
。

６．

花
火
遊
び
が
終
わ
っ
た
ら
、

火
が
消
え
た
こ
と
を
再
確
認

し
、
ご
み
は
必
ず
持
ち
帰
り
ま

し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ

消
防
本
部
警
防
係

電
話
２
―
０
１
１
９

で
、
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

●
ガ
ス
台
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
の
捨
て

方
に
つ
い
て

電
池
や
ガ
ス
を
必
ず
抜
い
て
か

ら
ガ
ス
台
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
は
ク
リ

ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
直
接
持
ち
込
ん

で
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
の
ほ
ど
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
は
や
め
ま
し

ょ
う
！

海
の
レ
ジ
ャ
ー
（
海
水
浴
、
釣

り
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
な
ど
）
で
出
た

ご
み
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

宿
泊
施
設
、
釣
具
店
、
ダ
イ
ビ

ン
グ
シ
ョ
ッ
プ
等
で
も
、
お
客
様

に
ご
み
を
持
ち
帰
る
よ
う
一
声
か

け
る
な
ど
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

き
れ
い
な
八
丈
島
を
い
つ
ま
で

も
守
る
た
め
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
大
掃
除
を
し
て
さ
わ
や
か
な
夏

を
！

大
掃
除
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
。

蚊
や
害
虫
の
発
生
元
に
な
り
そ

う
な
天
井
・
床
下
の
清
掃
や
家
周

辺
の
除
草
・
枝
払
い
な
ど
、
普
段

手
の
届
か
な
い
所
ま
で
清
掃
し
て

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

住
民
課
環
境
係

内
線
２
３
３
・
２
３
４

●
ク
リ
ー
ン
デ
ー
に
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

６
月
５
日
全
島
一
斉
の
町
内
清

掃
が
多
数
の
方
の
参
加
に
よ
り
行

わ
れ
ま
し
た
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

集
ま
っ
た
空
き
缶
や
金
属
類

は
、
リ
サ
イ
ク
ル
資
源
と
し
て
活

用
さ
れ
ま
す
。

島
の
豊
か
な
自
然
と
環
境
を
保

つ
た
め
、
町
民
一
人
ひ
と
り
が
環

境
美
化
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

●
生
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

生
ご
み
は
、
出
し
方
に
よ
っ
て

カ
ラ
ス
に
荒
ら
さ
れ
た
り
、
悪
臭

の
原
因
に
な
る
な
ど
、
近
隣
に
迷

惑
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

生
ご
み
は
た
い
肥
化
容
器
を
利

用
す
る
な
ど
、
ご
み
の
減
量
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

●
家
庭
用
生
ご
み
た
い
肥
化
容
器

（
コ
ン
ポ
ス
ト
）の
貸
与
に
つ
い
て

町
で
は
、
厨
芥
類
の
自
家
処
理

を
促
進
し
、
ご
み
の
減
量
を
図
る

た
め
、
生
ご
み
た
い
肥
化
容
器
の

無
償
貸
与
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
貸
与
を
受
け
て
い
な
い
方

１７
年
度
よ
り
８
期
（
７
月
〜
２
月
）

に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

７
月
は
、
第
１
期
分
の
納
期
で

す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
保
税
の
納
付
に
は
、
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

住
民
課
国
保
年
金
係

内
線
２
３
５

短
期
被
保
険
者
証
は
、
７
月
１

日
更
新
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
短

期
証
は
郵
送
で
お
届
け
し
ま
し
た

が
、
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

で
、
納
付
相
談
に
応
じ
よ
う
と
し

な
い
方
、
納
付
相
談
で
約
束
し
た

納
付
方
法
を
守
っ
て
い
な
い
方

は
、
税
の
納
付
相
談
後
に
交
付
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
ま
ま
納
付
さ
れ
な

い
と
き
に
は
、
保
険
証
を
返
還
し

て
も
ら
い
、
代
わ
り
に
資
格
証
明

書
の
交
付
と
な
り
ま
す
。

資
格
証
明
書
で
は
、
保
険
証
の

よ
う
に
保
険
給
付
が
受
け
ら
れ
ず
、

医
療
費
は
全
額
負
担
と
な
り
ま
す
。

お
早
め
に
税
務
課
税
務
係
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

平
成
１７
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
は
、
表
の
と
お
り
課
税
さ
れ
、

７
月
上
旬
に
納
付
書
を
お
届
け
し

ま
す
。

国
保
税
の
納
付
回
数
は
、
平
成

4

広報はちじょう●INFORMATION 国保だより／環境だより／花火の季節です

も
う
じ
き
花
火
の

季
節
で
す

環
境
だ
よ
り

国
保
国
保
だ
よ
り�
国
保
国
保
だ
よ
り�

短
期
証
の
更
新

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税

表　●平成17年度国民健康保険税の課税額（率）�

※１　所得が低い場合は、減額措置があります。�

①所得割額�

②資産割額�

③均等割額�

④平均割額�

課税最高限度額�

国民健康保険税�

�

※１�

※１�

　　医療給付費分（全被保険者）�

平成16年中の所得額×4.6％�

償却資産分を除く固定資産税×45％�

被保険者一人あたり　14,000円�

一世帯あたり　19,000円�

530,000円�

①～④の医療給付費分と介護納付金分の合計額�

�

介護納付金分（40～64歳の被保険者）�

平成16年中の所得額×0.8％�

償却資産分を除く固定資産税×7.5％�

被保険者一人あたり　6,000円�

一世帯あたり　3,500円�

80,000円�

�



夫か妻のいずれかのみに�
所得（収入）がある�
世帯の場合�

単身世帯の場合�

4人世帯�
夫婦、子2人�

（子の2人は16歳未満）�

2人世帯�
（夫婦のみ）�

�

162万円�
（258万円）�

�

92万円�
（157万円）�

�

282万円�
（420万円）�

195万円�
（304万円）�

単身世帯� 57万円�
（122万円）�

141万円�
（227万円）�

�

世 帯 員 数 � 全額免除� 半額免除�

世 帯 員 数 � 全額免除� 半額免除�

●
年
金
受
給
者
の
家
族
の
方
へ

◎
死
亡
の
届
出

年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
死
亡

さ
れ
た
と
き
は
、
遺
族
の
方
は

「
年
金
受
給
者
死
亡
届
」
に
年
金

証
書
、
死
亡
の
事
実
を
明
ら
か
に

で
き
る
書
類
（
戸
籍
抄
本
、
死
亡

診
断
書
な
ど
）
を
添
え
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

届
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
年
金
を

多
く
受
け
取
り
す
ぎ
て
、
あ
と
で

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
届
出
書
は

す
み
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
こ
の
届
出
は
、
戸
籍
の
死
亡
届

と
は
別
に
必
要
な
も
の
で
す
。）

◎
未
支
給
年
金
の
請
求

年
金
は
、
受
け
て
い
る
方
が
死

亡
し
た
月
の
分
ま
で
支
払
わ
れ
て

ま
す
が
、
死
亡
日
に
お
い
て
支
払

わ
れ
て
い
な
い
年
金
は
、
所
定
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
遺
族
の
方

に
未
支
給
年
金
と
し
て
支
払
わ
れ

ま
す
。

未
支
給
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族
は
、
受
給
者
が
死
亡

さ
れ
た
当
時
、
そ
の
方
と
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
た
方
で
す
。（
配

偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母

ま
た
は
兄
弟
姉
妹
の
順
に
先
順
位

と
な
り
ま
す
。）

該
当
す
る
方
は
、「
未
支
給
年

金
請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
用
紙
は
、
国
保
年
金
係
や
各
出

張
所
に
あ
り
ま
す
。

◎
提
出
先

受
け
て
い
た
年
金
の
種
類
に
よ

り
提
出
先
が
異
な
り
ま
す
。

・
国
民
年
金

住
民
課
国
保
年
金
係

・
厚
生
年
金

港
社
会
保
険
事
務
所

〒
１
０
５
―
８
５
１
３

港
区
浜
松
町
１
―
１０
―
１４

住
友
東
新
橋
ビ
ル
３
号
館

０
３
―
５
４
０
１
―
３
２
１
１

納
付
に
は
便
利
で
確
実
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

住
民
課
国
保
年
金
係

内
線
２
３
６

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
平
成
１７
年
４
月
１
日
に
お

い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金

等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合

に
、
国
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
支
給
要
件
有
り
）

請
求
期
限
は
、
平
成
２０
年
３
月

３１
日
ま
で
で
す
。

詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て

は
、
住
民
課
厚
生
係
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

住
民
課
厚
生
係

内
線
２
３
１

合
の
３
分
の
１
に
、
半
額
免
除
さ
れ

た
期
間
は
、
保
険
料
を
全
額
納
め

た
場
合
の
３
分
の
２
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
全
額
、
半
額
免
除
を
受

け
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
１０
年
以

内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
は
、
住
民
課
国
保
年
金
係

ま
た
は
出
張
所
ま
で
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
）

・
前
年
の
所
得
を
確
認
で
き
る
も

の
（
申
請
者
、
配
偶
者
、
世
帯

主
分
）

・
印
鑑

●
免
除
を
受
け
ら
れ
る
め
や
す

免
除
は
申
請
す
れ
ば
ど
な
た
で

も
承
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

家
族
構
成
な
ど
に
よ
り
免
除
の
対

象
と
な
る
所
得（
収
入
）は
基
準
と

な
る
金
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、

全
額
免
除
あ
る
い
は
半
額
免
除
が

承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
免
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
前
年
の
所
得
（
被
保
険
者

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
分
）
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
毎

年
申
請
が
必
要
で
す
。

な
お
、
免
除
期
間
は
７
月
か
ら

翌
年
６
月
ま
で
と
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
所
得
（
収
入
）
の

め
や
す
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

●
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

を
ご
存
知
で
す
か
？

将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
た
め
、
ま
た
、
万
が
一
の
と
き
に

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
る
た
め
に
は
、
保
険
料
を

納
め
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
長
い
人
生
の
間
に
は
、

経
済
的
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
と
き
は
、
そ
の
ま
ま
に

せ
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

免
除
制
度
に
は
、
保
険
料
の
全

額
（
１
３，

５
８
０
円
）
を
免
除

す
る
全
額
免
除
と
保
険
料
の
半
額

（
６，

７
９
０
円
）
を
免
除
す
る

半
額
免
除
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
申
請
し
て
承
認
を
受

け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

承
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
期
間
は

年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
半
額
免
除
を

受
け
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
半
額

の
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
未
納

期
間
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
額
の
計

算
の
際
に
は
、
全
額
免
除
さ
れ
た
期

間
は
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
場

広報はちじょう ●INFORMATION 国民年金／戦没者のご遺族の皆様へ

国
民
年
金

国
民
年
金�
国
民
年
金

国
民
年
金�

5

戦
没
者
の
ご
遺
族

の
皆
様
へ

第
八
回
特
別
弔
慰
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
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■
対
象
者

平
成
１５
年
１０
月
１３
日
〜
平
成
１６

年
１
月
２６
日
生
ま
れ
の
幼
児

■
日
時

７
月
２６
日
（
火
）

受
付
時
間

午
後
１
時
１５
分
〜
１
時
４５
分

■
場
所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
健
診
の
各
対
象
者
に
は
個
別
通

知
し
ま
す
。

■
対
象
者

１
歳
６
か
月
以
上
の
未
就
学
児

■
日
時

・
７
月
２６
日
（
火
）

午
後
１
時
〜
５
時

・
７
月
２７
日
（
水
）

午
前
９
時
〜
正
午

■
場
所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
内
容

言
葉
が
遅
い
・
落
ち
着
き
が
な

い
・
身
体
の
動
き
が
ぎ
こ
ち
な

い
・
妙
な
癖
が
あ
る
な
ど
心
配

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
専

門
の
心
理
相
談
員
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。

※
心
理
相
談
は
電
話
予
約
を
し
て

く
だ
さ
い
。

お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
に
な
ら

れ
る
方
が
安
心
し
て
お
子
さ
ん
を

迎
え
ら
れ
る
よ
う
、
両
親
学
級
を

開
き
ま
す
。
新
し
い
生
命
の
不
思

議
や
不
安
な
気
持
ち
な
ど
を
皆
さ

ん
と
話
し
合
い
ま
す
。
お
母
さ
ん

の
体
調
の
良
い
と
き
（
１６
週
〜
２８

週
）
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
お
父

さ
ん
を
は
じ
め
、
ご
家
族
の
方
の

参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。

■
日
程
・
内
容

○
１
日
目
　
７
月
１
日
（
金
）

妊
娠
中
の
過
ご
し
方
・
歯
の
健

康
・
歯
の
磨
き
方

○
２
日
目
　
７
月
８
日
（
金
）

家
族
の
健
康
・
健
康
料
理
、
調

理
実
習
・
先
輩
パ
パ
、
先
輩
マ

マ
の
お
話
・
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン

グ
・
絵
本
の
読
み
聞
か
せ

○
３
日
目
　
７
月
１５
日
（
金
）

お
産
の
準
備
・
お
産
の
進
み
方

と
呼
吸
法
・
妊
婦
体
操
・
お
っ
ぱ

い
の
手
入
れ
法
・
産
後
の
生
活

○
４
日
目
　
７
月
２２
日
（
金
）

赤
ち
ゃ
ん
の
生
活
・
赤
ち
ゃ
ん

の
気
に
な
る
症
状
の
対
応
に
つ

い
て
・
お
風
呂
の
入
れ
方
と
ベ

ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
法
に
つ
い
て

■
時
間

○
１
・
３
・
４
日
目
　

午
後
１
時
３０
分
〜
３
時
３０
分

○
２
日
目

午
前
１０
時
３０
分
〜
１２
時
３０
分

■
場
所

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

○
ご
用
意
い
た
だ
く
も
の
　

母
子
健
康
手
帳
・
筆
記
用
具
。

１
日
目
は
、
歯
ブ
ラ
シ
と
手
鏡
、

２
日
目
は
、
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

を
、
３
日
目
は
、
妊
婦
体
操
の
で

き
る
服
装
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

い
ろ
い
ろ
な
相
談
以
外
に
子
育

て
中
の
お
母
さ
ん
同
志
の
お
話
の

場
と
し
て
も
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

お
子
さ
ん
が
ど
れ
く
ら
い
大
き

く
な
っ
た
か
計
測
も
し
ま
す
。

母
子
健
康
手
帳
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

■
日
程

○
７
月
４
日
（
月
）

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
７
月
１１
日
（
月
）

中
之
郷
公
民
館

■
受
付
時
間

午
前
９
時
３０
分
〜
１０
時
３０
分
　

※
４
日
は
歯
科
衛
生
士
が
歯
科

相
談
に
応
じ
ま
す
。

１
歳
６
か
月
児
健
康
診
査

両
親
学
級

こ
ど
も
心
理
相
談

母
子
保
健

母
子
保
健�
母
子
保
健

母
子
保
健�

※
１１
日
は
妊
婦
さ
ん
の
健
康
相

談
日
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
保
健
係

電
話
２
―
５
５
７
０

町
で
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
登

録
を
次
の
と
お
り
行
っ
て
い
ま
す
。

■
登
録
の
条
件

・
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級
以
上
の

資
格
を
お
持
ち
の
方
（
精
神
障

害
者
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
研

修
を
受
講
さ
れ
て
い
れ
ば
な
お

可
）

・
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
お
持

ち
の
方

・
年
齢
、
性
別
は
問
い
ま
せ
ん

・
社
会
福
祉
に
興
味
の
あ
る
方
、

資
格
を
活
か
し
た
い
方
、
時
間

を
有
効
に
使
い
た
い
方

●
町
で
行
っ
て
い
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス
は
次
の
と
お
り
で
す

○
自
立
向
け
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス

→

要
介
護
認
定
非
該
当
者
へ
の
訪

問
介
護

○
支
援
費
制
度
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス

→

身
体
・
知
的
障
害
者
へ
の
訪
問

介
護

詳
し
く
は
、
健
康
課
高
齢
福
祉

係
（
電
話
２
―
５
５
７
０
）
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

７
月
の
予
防
接
種
外
来

■
日
時

７
月
１３
日
（
水
）

７
月
２７
日
（
水
）

午
後
２
時
３０
分
〜
３
時

（
予
約
制
）

■
場
所

町
立
八
丈
病
院
小
児
科

町
の
集
団
接
種（
三
種
混
合
・
麻

し
ん
・
風
し
ん
）を
受
け
ら
れ
な
か

っ
た
方
は
、
健
康
課
保
健
係
で
接

種
日
時
を
予
約
し
、
予
防
接
種
無

料
券
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

受
付
締
切
は
、
接
種
希
望
日
の

１
週
間
前
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
保
健
係

電
話
２
―
５
５
７
０

予
防
接
種
のお

知
ら
せ

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の

登
録
に
つ
い
て

こ
ど
も
ひ
ろ
ば
（
仲
間
づ
く
り
と

育
児
相
談
）
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全
国
的
に
が
ん
検
診
の
受
診
者

が
増
加
し
て
い
ま
す
。

健
康
寿
命
を
の
ば
し
、
充
実
し

た
生
活
を
続
け
る
た
め
に
、
こ
の

機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
日
程

・
７
月
３１
日
（
日
）

・
８
月
１
日
（
月
）

・
８
月
２
日
（
火
）

八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

受
付
時
間

午
前
６
時
３０
分
〜
９
時
３０
分

・
８
月
３
日
（
水
）

末
吉
公
民
館

受
付
時
間

午
前
６
時
３０
分
〜
８
時
３０
分

・
８
月
４
日
（
木
）

中
之
郷
公
民
館

受
付
時
間

午
前
６
時
３０
分
〜
８
時
３０
分

・
８
月
５
日
（
金
）

樫
立
公
民
館

受
付
時
間

午
前
６
時
３０
分
〜
８
時
３０
分

※
検
診
開
始
時
間
は
午
前
７
時
か

ら
で
す
。

●
エ
ッ
ク
ス
線
を
使
い
透
視
す
る

検
査

◎
胃
が
ん（
バ
リ
ウ
ム
を
飲
む
検
査
）

前
日
の
午
後
９
時
以
降
は
、
食

べ
物
や
水
を
胃
の
中
へ
入
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
。
喫
煙
や
ガ
ム
を
噛

む
こ
と
も
避
け
て
く
だ
さ
い
。

◎
肺
が
ん
（
写
真
の
検
査
）

ネ
ッ
ク
レ
ス
や
磁
気
肩
こ
り
薬

は
、
は
ず
し
て
く
だ
さ
い
。

●
検
体
を
容
器
に
採
る
検
査

た
ん
の
容
器
と
便
検
査
の
容
器

は
、
事
前
に
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
か

各
出
張
所
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
７
月
１９
日
（
火
）
よ
り
配
布
を

開
始
し
ま
す
。

◎
肺
が
ん
の
検
査
（
た
ん
）

専
用
の
容
器
に
検
査
の
３
日
前

か
ら
毎
日
た
ん
を
採
り
、
受
診
日

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
大
腸
が
ん
の
検
査
（
検
便
）

検
査
前
日
ま
で
に
２
回
分
の
便

を
採
取
し
、
冷
所
保
存
し
て
検
査

日
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ご
自
宅
で
の
冷
所
保
存
が
難
し
い

場
合
は
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
各
出
張
所
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
問
診
票
は
当
日
配
布
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
保
健
係

電
話
２
―
５
５
７
０

７
月
１
日
よ
り
福○
医
療
証
が

緑
色
に
変
わ
り
ま
し
た
。（
古
い

紫
色
の
医
療
証
は
使
え
ま
せ
ん
）

福○
老
人
医
療
費
助
成
制
度
と

は
、
昭
和
１２
年
６
月
３０
日
以
前
に

生
ま
れ
た
６９
歳
ま
で
の
方
を
対
象

に
医
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る
制

度
で
す
。

医
療
機
関
な
ど
で
負
担
す
る
一

部
負
担
金
は
表
①
の
と
お
り
と
な

り
ま
す
。

平
成
１７
年
度
福○
医
療
証
に
つ

い
て
は
、
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で

必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
所
得
制
限
額
（
表
②
）

を
超
え
る
方
や
社
会
保
険
被
保
険

者
、
老
人
保
健
受
給
者
な
ど
は
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

福○
医
療
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

主
た
る
生
計
維
持
者
（
世
帯
主
）

が
住
民
税
非
課
税
の
方
は
、
申
請

に
よ
り
福○
限
度
額
適
用
認
定
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

交
付
さ
れ
た
方
は
、
医
療
機
関

な
ど
で
保
険
証
、
福○
医
療
証
と

と
も
に
、
福○
限
度
額
適
用
認
定

証
を
窓
口
に
提
示
す
る
と
自
己
負

担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
申
請
の
手
続
き
は
、
保
険
証
と

福○
医
療
証
、
印
鑑
を
持
参
の

う
え
、
八
丈
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
高
齢
福
祉
係

電
話
２
―
５
５
７
０

こ
の
計
画
は
、
町
の
少
子
高
齢
化

の
現
状
を
踏
ま
え
、
介
護
予
防
や

さ
ら
な
る
健
康
づ
く
り
、
地
域
づ
く

り
の
た
め
に
、
町
民
の
皆
さ
ん
一
人

ひ
と
り
が
主
体
的
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
く
た
め
の
行
動
計
画
で
す
。

ま
た
、
目
標
達
成
の
た
め
に
町

や
都
な
ど
の
行
政
や
健
康
づ
く

り
・
介
護
予
防
な
ど
の
関
連
す
る

機
関
の
支
援
に
よ
り
、
平
成
１７
年

度
を
初
年
度
と
し
て
１０
年
間
進
め

て
い
き
ま
す
。

今
回
、
広
報
と
と
も
に
配
布
す

る
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
「
け
ん
こ
う

宣
言
八
丈
２１
」（
町
民
一
人
ひ
と

り
の
行
動
目
標
）
は
、
世
代
ご
と

に
「
食
生
活
」「
運
動
」「
休
養
」

「
歯
科
」「
健
康
診
断
」「
飲
酒
喫

煙
」
の
行
動
目
標
を
挙
げ
て
い
ま

す
。
健
康
な
生
活
を
送
る
た
め
に

お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、「
け
ん
こ
う
宣
言
八
丈

２１
」
正
本
は
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

や
各
出
張
所
に
お
い
て
あ
り
ま
す
。

部
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
が
、

希
望
さ
れ
る
方
は
健
康
課
保
健
係

（
電
話
２
―
５
５
７
０
）
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

検
査
に
あ
た
っ
て
の
注
意

胃
・
肺
・
大
腸
が
ん

検
診

八
丈
町
の
総
合
的
な
健
康
づ
く
り
計
画
書

「
け
ん
こ
う
宣
言
八
丈
21
」

〜
ゆ
と
り
が
あ
る
健
康
づ
く
り
〜

が
で
き
ま
し
た

福
医
療
証
の
更
新
に

つ
い
て

福
限
度
額
適
用
認
定
証

に
つ
い
て

表①� 表②�

扶養親族等�

「 福 限度額認定証」をお持ちの方�

自己負担限度額�

�

0人�

1人�

2人�

3人�

4人�

5人�
外　来�

8，000円／月�

入　院�

24，600円／月�

所　得　額�

2，572，000円�

3，052，000円�

3，432，000円�

3，812，000円�

4，292，000円�

4，572，000円�

�

一般の方�

自己負担限度額�

�外　来�

12，000円／月�

�

入　院�

40，200円／月�

�



医
療
受
給
者
証
は
、
何
ら
か
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
と
、

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

無
保
険
で
医
療
受
給
者
証
を
使

っ
て
受
診
し
た
場
合
は
、
全
額

（
一
部
負
担
金
を
除
く
）
を
返
還

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
高
齢
福
祉
係

電
話
２
―
５
５
７
０

健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

昭
和
７
年
９
月
３０
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
と
６５
歳
以
上
で
一
定
の
障

害
の
あ
る
方
（
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
）
は
、
老
人
保
健
法
に
よ

る
「
老○
医
療
受
給
者
証
」
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
の

方
と
４
級
の
一
部
の
方
、
ま
た
は

障
害
基
礎
年
金
１
・
２
級
程
度
の

障
害
の
あ
る
方
が
該
当
と
な
り
ま

す
。
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
、

国
民
年
金
証
書
、
健
康
保
険
証
、

印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
町
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

●
老
医
療
受
給
者
証
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
、
次
の
こ
と
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

◎
無
保
険
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

勤
め
先
の
変
更
な
ど
で
健
康
保

●
介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を

送
付
し
ま
し
た

６５
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保

険
者
）
に
、
平
成
１７
年
度
の
納
入

通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た
。

介
護
保
険
は
み
ん
な
で
支
え
合

う
制
度
で
す
。

納
付
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

●
保
険
料
の
納
め
方

保
険
料
の
納
め
方
は
、
老
齢
・

退
職
年
金
か
ら
天
引
き
さ
せ
て
い

た
だ
く
方
法
（
特
別
徴
収
）
と
、

町
か
ら
送
付
し
た
納
付
書
で
納
め

て
い
た
だ
く
方
法
（
普
通
徴
収
）

の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

１６
年
度
中
に
６５
歳
に
な
ら
れ
た

方
で
、
老
齢
・
退
職
年
金
か
ら
天

引
き
に
該
当
す
る
方
は
、
１０
月
以

降
に
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま
す
の

で
、
８
月
ま
で
は
納
付
書
で
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
普
通
徴
収
と
な
る
方

・
老
齢
・
退
職
年
金
を
受
給
さ
れ

て
い
な
い
、
も
し
く
は
、
年
額

１８
万
円
未
満
で
あ
る
。
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介
護
保
険
だ
よ
り

老
人
保
健
医
療
制

度
に
つ
い
て

・
年
度
の
途
中
で
年
金
の
受
給
が

始
ま
っ
た
。

・
年
度
の
途
中
で
他
の
市
町
村
か

ら
転
入
さ
れ
た
。

・
年
度
の
途
中
で
保
険
料
の
金
額

が
変
わ
っ
た
。

●
介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い

る
と
・
・
・

介
護
保
険
料
の
滞
納
が
続
く
と

そ
の
期
間
に
応
じ
て
、
サ
ー
ビ
ス

の
一
時
差
し
止
め
や
利
用
者
負
担

額
が
１
割
か
ら
３
割
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
や
健
康
課

高
齢
福
祉
係
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
に
は
申
請
の
う
え
、「
要
介

護
認
定
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※
介
護
保
険
証
だ
け
で
は
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
高
齢
福
祉
係

電
話
２
―
５
５
７
０

険
が
変
わ
る
場
合
な
ど
、
前
の
健

康
保
険
の
資
格
喪
失
日
と
新
し
い

健
康
保
険
の
資
格
取
得
日
に
間
隔

を
置
か
な
い
よ
う
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
間
隔
を
置
い
て
し
ま

う
と
、
そ
の
間
の
医
療
費
は
全
額

が
自
己
負
担
と
な
り
、
診
療
時
に

医
療
機
関
へ
お
支
払
い
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

◎
居
住
地
の
医
療
証
で
受
診
し
て

く
だ
さ
い

医
療
受
給
者
証
は
、
原
則
と
し

て
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
で
発
行

し
、
医
療
費
の
支
払
い
も
そ
の
市

区
町
村
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

も
し
、
以
前
の
住
所
の
医
療
受
給

者
証
で
受
診
し
ま
す
と
、
医
療
機

関
等
が
混
乱
す
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
無
資
格
受
診
と
な
り
、
医
療
費

の
返
還
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

転
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
に

住
ん
で
い
た
市
区
町
村
へ
、
転
出

さ
れ
た
場
合
に
は
八
丈
町
へ
必
ず

医
療
受
給
者
証
を
返
還
し
て
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
課
高
齢
福
祉
係

電
話
２
―
５
５
７
０

「
老
医
療
受
給
者
証
」
の

受
給
対
象
者
と
使
用
方
法

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
の

申
請
方
法

こ
ん
な
と
き�

届
出
に�

必
要
な
も
の�

い
つ
ま
で�

転出するとき�

転出する前� 14日以内� 14日以内�すみやかに�

健康手帳�
医療受給者証�
印鑑�

健康手帳�
医療受給者証�
印鑑�

新しい健康保険証�
医療受給者証�
印鑑�

医療受給者証�
印鑑�

健康保険証�
印鑑�

転入してきた�
とき� 死亡したとき��

加入している健康
保険が変わったと
き（健康保険証の
記号・番号・世帯主
（被保険者）が変
わったとき）も、お
届けください。�

同一市（区）
町村内で転
居したとき�

福
・
老
医
療
受
給
者

証
を
受
け
て
い
る
方

〜
こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を
〜



現
在
の
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
日
本

脳
炎
の
集
団
予
防
接
種
に
つ
い
て

は
、
５
月
３０
日
に
厚
生
労
働
省
よ

り
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
積

極
的
勧
奨
を
差
し
控
え
る
よ
う
勧

告
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
中
止

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
、

Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｍ
（
急
性
散
在
性
脳
脊
髄

炎
）
の
副
反
応
が
み
ら
れ
た
と
の

報
告
が
あ
り
、
現
在
の
日
本
脳
炎

ワ
ク
チ
ン
と
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｍ
の
因
果
関

係
を
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
し
た

こ
と
に
よ
り
、
慎
重
を
期
す
た
め
、

現
在
の
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
接
種

を
積
極
的
に
勧
め
な
い
よ
う
市
町

村
に
勧
告
を
し
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
す
。

今
回
の
勧
告
に
よ
り
、
現
在
の

ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
集
団
接
種
は
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
新
た
な

ワ
ク
チ
ン
開
発
も
進
め
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
、
日
本
脳
炎
に
感
染
す

る
恐
れ
が
高
い
国
へ
渡
航
す
る
場

合
な
ど
で
本
人
ま
た
は
保
護
者
が

特
に
希
望
す
る
場
合
に
は
、
医
師

等
か
ら
副
反
応
な
ど
の
説
明
を
受

け
、
同
意
書
に
署
名
し
た
う
え
で
、

現
在
の
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
を
接

種
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

健
康
課
保
健
係
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

○
健
康
課
保
健
係

電
話
　
２
―
５
５
７
０

○
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp

）
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広報はちじょう ●INFORMATION 集団予防接種の中止について／猫の苦情／サマージャンボ宝くじ／お知らせ

現
在
の
日
本
脳
炎
ワ
ク

チ
ン
に
よ
る
集
団
予
防

接
種
の
中
止
に
つ
い
て

　猫に関する苦情を減らす最良の方法は不妊去勢手術です。�

不妊去勢手術をすると「糞尿被害が減少する」「行動範囲

が狭くなる」「発情しないので夜騒がない」「感染病にか

かりにくくなる」と言われています。�

　不妊去勢手術をしたノラ猫は、目印として耳の上部を5ミ

リほどカットしてあります。耳をカットしてある猫は、地

域猫として見守ってください。�

　また、ノラ猫に餌をあげると、法律上、飼い主とみられ

ます。餌をあげる場合は、注意しましょう。�

■問い合わせ�

　健康課保健係　電話2－5570

お隣の畑や庭を�
トイレにしていませんか？�

猫の苦情を地域のみんなで減らしましょう！�
不妊手術をして増えすぎないようにしましょう！�

★『サマージャンボ宝くじの賞金は、�
　　　　　　　　  　　　1等・前後賞合わせて3億円』　�
★『2等も1億円』�

■発売期間…7月15日（金）～8月2日（火）�
■ 抽 選 日…8月12日（金）�

この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい町づくりに�
使われます。�

★� ★�

5月�5
8日～11日�
●ANA822便にて上京　●第24回八丈島三根会�
●東京都教育庁訪問 ●東京都産業労働局訪問�
●東京海区漁業調整委員会�
●平成17年度東京都街路事業促進協議会総会�
●ANA829便にて帰島�

15日～19日�
●ANA822便にて上京�
●平成17年度要望活動　●東京都島嶼町村会第1回臨時総会�
●平成17年度東京都島嶼町村一部事務組合第1回組織団体長会議　�
●平成17年度町村長個別連絡会�
●全日空への航空運賃値下げ要望�
●東京都島嶼町村会事務局　●ANA821便にて帰島�

25日～27日�
●ANA822便にて上京�
●全国漁港海岸防災協会第13回通常総会�
●（社）全国漁港漁場協会第62回通常総会�
●全国漁港海岸防災協会・全国漁港漁場協会合同懇親会�
●平成17年度東京都漁港漁場協会第1回理事会�
●平成17年度東京都砂防協会総会�
●東京都砂防協会意見交換会�
●HAT（株）取締役会　●ANA829便にて帰島�
�

日 会議名 　議題等�

5月の主な会議�

庁議�

教育委員会�

課長連絡会議�

農業委員会総会�

庁議�

10日�

16日�

20日�

25日�

28日�

30日�

八丈島総合ポータルサイトの�
開設ほか�
�

八丈地区教科用図書採択�
要綱の制定ほか�
�

小笠原親善訪問ほか�
�

農地法第5条の規定による�
許可申請に対する意見ほか�
�

ノーネクタイの実施�
�

監査委員の選任の同意ほか�
�

第二回八丈町議会�
臨時会�
�
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広報はちじょう●INFORMATION 夏期対策懇談会

●夏期安全対策について…�
　いよいよ夏期シーズンを迎え、島を訪れる方々が増える時期に向け、去る6月10日に関係各団体の代表者
が出席し、夏期対策懇談会が開催されました。�
　懇談会では、各団体が安全面やトラブル防止のための対策を実施することが決められました。�
　定期船の入港時の交通案内や次のことについて、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。�

夏・期・対・策・懇・談・会�夏・期・対・策・懇・談・会�

●ご協力をお願いします� ●平成17年　夏期の道路交通案内図�

7月16日（土）～8月31日（水）�
8：30～11：00

対策日時：�
○神湊（底土）港�
混雑緩和のため、桟橋内駐車
場は営業者のみの利用としま
す。営業車は必ずステッカー
を掲示してください。�
○八重根港�
船客待合所前の広場は駐車
禁止です。車両はお客さまの
乗降後すみやかに移動してく
ださい。�

○八丈島空港�
ターミナル前の路上駐車は
全面禁止です。車両はお客さ
まの乗降後すみやかに移動し
てください。また、駐車場へ
長期駐車やバス停付近へ一
時停車もご遠慮ください。�

�
○来島者によるレンタカー、レ
ンタバイク、レンタサイクル
の利用が多くなるのでお互い
に注意してください。�
○八丈島警察署では、夏期対策
特別警戒本部を設置し、交通
規制や海水浴場などにおい
て警戒を実施します。�
○遊泳禁止（赤旗）を、底土、横間、
ヤケンヶ浜、旧八重根、乙千
代ヶ浜、藍ヶ江、洞輪沢の各海
水浴場に状況に応じて表示し
ます。�
　 また、プレジャーボートなど
を使用する際には、遊泳者に
十分注意を払い、運転してく
ださい。�
○周辺海域では、水中銃の使用
禁止のほか、イセエビ、トコブシ、
テングサなどの水産動植物を
とることなどが制限されてい
ます。�
○夏期に向け、食中毒や伝染病
などの発生を防止するため、
十分な注意を払ってください。�

■問い合わせ�
　産業観光課観光商工係　�
　内線268

民宿�

商店�

至
大
中
上�

至
河
口�

予約タクシー�

東海汽船�
待合所�

ト
イ
レ�

狭
い
道�

　
進
入
禁
止�

一般車�
ホテル�
ダイバー�
民　宿�
駐車場�

一般車�

ホテル�

ダイバー�

民　宿�

駐車場�

工
事
作
業
場�

送迎車乗降場�
（駐車禁止）�

　進入禁止�

●バス・タク シーのりば�

バス・�
タクシー�

一般・営業車�

一方通行�

芝生�芝生�

釣具店�

食堂�

トイレ�

船上げ場�

船上げ場�

公衆電話�

ブロック製作作業�
のため立入禁止�

海� 海�

底土海岸�
（海水浴場）�

ホテル�
民　宿�
ダイバー�
バ　ス�

公　園�

合札コンテナ○�

トイレ�

トイレ�

芝生�芝生� 芝生�

商店�
至
護
神�

至神湊�

食堂�

飲食店� ペンション�

芝生�

東海汽船�
待合所� 広場� 一般・営業車�

駐車場�

※待合所前歩道は�
　車両進入禁止�

生鮮食品荷捌場�一般・営業車駐車場�

関係車両以外進入禁止�

●�
タクシーのりば�

さ
ん
橋�

工
　
事�

事
務
所�

商店�

階
段
階
段�

階
段�

○�
タクシー・一般降車位置一般降車位置�
○�
タクシー・一般降車位置�

■観光■観光�
　案内所　案内所�
■観光�
　案内所�

下
船
客
歩
行
者�

※さん橋内へは�
　営業車以外進入禁止�

至南原至南原�
　千畳敷　千畳敷�
至南原�
　千畳岩海岸�

観光案内所は桟橋内に設置する。�
合札のコンテナは桟橋内にて取り扱う。�

●神湊（底土）港�

●八重根港�

※待合所前は駐車禁止�
　（一時停車のみ可）�

一方通行�一方通行�

一方通行�

●�
タクシーのりば�

ト
イ
レ�

シ
ャ
ワ
ー�



今
年
も
運
営
に
つ
い
て
は
、
ご

賛
同
い
た
だ
い
て
い
る
商
店
や
事

業
所
な
ど
を
は
じ
め
、
多
く
の
町

民
の
方
々
か
ら
寄
付
金
を
募
い
行

っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
、

ご
支
援
の
ほ
ど
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

寄
付
を
い
た
だ
け
る
方
は
、
事

務
局
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
集

金
に
伺
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、
協
賛
箱
を
商
工
会
、
観

光
協
会
、
協
力
を
い
た
だ
い
て
い

る
商
店
な
ど
に
設
置
し
て
い
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

振
込
み
を
ご
利
用
の
方
は
、
次

の
口
座
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

・
七
島
信
用
組
合
　
八
丈
島
支
店

普
通
２
０
５
８
８
３
１

八
丈
島
納
涼
花
火
大
会
会
長

沖
山
重
彦

（
ハ
チ
ジ
ョ
ウ
ジ
マ
ノ
ウ
リ
ョ

ウ
　
ハ
ナ
ビ
タ
イ
カ
イ
カ
イ

チ
ョ
ウ
　
オ
キ
ヤ
マ
シ
ゲ
ヒ

コ
）

■
大
会
開
催
日

８
月
１１
日
（
木
）

（
悪
天
候
時
は
翌
日
に
延
期
）

底
土
港
に
て
開
催

■
問
い
合
わ
せ

八
丈
島
納
涼
花
火
大
会
実
行
委

員
会
事
務
局

・
電
話

０
４
９
９
６
―
２
―
１
１
２
１

内
線
２
６
７

・
Ｆ
Ａ
Ｘ

０
４
９
９
６
―
２
―
４
４
３
７

町
で
は
、
観
光
プ
ラ
ン
の
お
役

に
た
て
る
よ
う
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
作
成
、
配
布
し
て
い
ま
す
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
「
東
京
都
亜

熱
帯
区
八
丈
島
」「
八
丈
島
観
光

地
図
」「
八
丈
島
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

マ
ッ
プ
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

産
業
観
光
課
、
観
光
協
会
、
商

工
会
、
各
出
張
所
に
置
い
て
あ
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ

産
業
観
光
課
観
光
商
工
係

内
線
２
６
７
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広報はちじょう ●INFORMATION 納涼花火大会運営費寄付のお願い／八丈島夏まつり／お知らせ

便　名�

822�

824�

826�

830

八丈発�

09：05�

11：50�

14：40�

17：30

羽田着�

09：50�

12：35�

15：25�

18：15

便　名�

821�

823�

825�

829

羽田発�

07：45�

10：30�

13：15�

16：10

八丈着�

08：30�

11：15�

14：00�

16：55

【ANA】TEL／0120-029-222

機種B3：ボーイング737-400（168席）�

【東海汽船】TEL／2-1211�
「かめりあ丸」�
三宅島・御蔵島経由　東京発�

〈東京発22：30　八丈発10：10〉�

7月の航路ダイヤ� （携帯電話の場合 0570-029-222）�

※超割など各種割引サービスをご利用ください。�

納
涼
花
火
大
会
運
営

費
寄
付
の
お
願
い

観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

の
ご
利
用
を

参加者を募集中！�
�

第33回� 「J－1グランプリIN八丈島」�

●お見事！ カンパチ25．2㎏の釣果�
��
　去る5月14日・15日、船からジギング（ルア
ー釣り）大会「Ｊ－1グランプリＩＮ八丈島2005」
が開催されました。�
　全国各地から14チーム58名が参加し、3㎏
未満の魚は放流（違反者は失格）という厳しい
ルールの中で、自慢の腕を競い合いました。�
　個人優勝は、最大魚25．2㎏のカンパチを釣り
上げた、神奈川県から参加の斉藤正弘さん。�
　ほかにも20．2㎏、17．8㎏、13．8㎏など、10
㎏を超える大型のカンパチやヒラマサが8尾。
検量された3㎏以上の魚は、60尾近くにのぼり
ました。�
　参加者からは「さすが八
丈島！」と歓声があがり、ジギ
ング競技の楽しさを実感し
た様子でした。�
�
■問い合わせ�
　産業観光課観光商工係
　内線268

結果�

■申し込み…八丈町商工会　電話　2－2121　�
■募集期間…7月4日（月）～8日（金）午前8時30分～午後5時まで�
○夜店出店者�
　■資格…営業に必要な許可を持っている商工会員�
　■条件…①夜店出店の趣旨に準じ、低価格でこどもにも喜ばれる商品の�
　　　　　　提供が可能なこと。�
　　　　　②公序良俗に反する商品の販売および酒類の提供はできません。�
　　　　　※出店場所は、申込書の提出順にさせていただきます。�
　　　　　　なお、飲食店関係の店舗については1区間2品までとさせてい�
　　　　　ただきます。�
○大売出し加盟店�
　■資格…商工会会員�
○石投げ踊り大会参加者募集（商工会女性部主催）�

■問い合わせ…八丈町商工会事務局担当 ： 金田　電話2－2121

■期間…7月23日（土）～25日（月）　■会場…商工会館通り�
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広報はちじょう●INFORMATION 水の事故を防ごう／八丈高校公開講座のご案内

島
内
で
は
、
過
去
３
年
間
の
水

の
事
故
は
７
件
発
生
し
て
い
ま
す
。

病
院
へ
搬
送
さ
れ
た
方
の
初
診

時
の
程
度
は
、
５
割
以
上
が
重
症

で
す
。

遊
び
や
仕
事
に
夢
中
に
な
っ
て
い

る
と
水
の
怖
さ
や
暑
さ
に
よ
る
危

険
を
忘
れ
が
ち
で
す
。
こ
れ
ら
の

事
故
を
防
ぎ
、
尊
い
命
を
守
る
た

め
日
ご
ろ
か
ら
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
海
や
河
川
、
プ
ー
ル
で
は

・
小
さ
い
子
ど
も
か
ら
目
を
離
さ

な
い
よ
う
に
し
、
遊
泳
中
や
水

遊
び
中
は
お
と
な
が
付
き
添

う
。

・
飲
酒
後
や
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い

と
き
は
、
遊
泳
を
し
な
い
。

・
海
で
は
、
気
象
状
況
に
注
意
を

払
い
、
天
候
の
変
化
に
応
じ
て
、

遊
泳
や
キ
ャ
ン
プ
な
ど
を
中
止

す
る
と
い
っ
た
危
険
回
避
を
心

が
け
る
。

・
磯
釣
り
や
海
上
で
の
レ
ジ
ャ
ー

を
楽
し
む
と
き
は
、
ラ
イ
フ
ジ

ャ
ケ
ッ
ト
を
着
用
す
る
。

●
家
庭
内
で
は

・
水
が
浅
い
ビ
ニ
ー
ル
プ
ー
ル
や

浴
槽
で
も
溺
水
の
危
険
が
あ
る

の
で
、
乳
幼
児
の
水
遊
び
で
は

必
ず
お
と
な
が
付
き
添
う
。

・
高
齢
者
が
入
浴
し
て
い
る
と
き

に
は
、
家
族
が
声
を
か
け
た
り
、

入
浴
を
介
助
す
る
。

・
乳
幼
児
の
い
る
家
庭
で
は
、
乳

幼
児
が
単
独
で
入
れ
な
い
よ
う

に
、
浴
室
に
鍵
を
か
け
る
か
、

浴
槽
の
水
は
抜
い
て
お
く
。

■
問
い
合
わ
せ

消
防
本
部
予
防
係

電
話
２
―
０
１
１
９

今
年
度
、
八
丈
高
校
で
は
以
下

の
公
開
講
座
を
行
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◎
家
庭
で
も
で
き
る
簿
記
入
門

（
初
級
）

■
日
程

①
９
月
３
日
（
土
）

②
９
月
１０
日
（
土
）

③
９
月
１７
日
（
土
）

④
１０
月
１
日
（
土
）

⑤
１０
月
８
日
（
土
）

⑥
１０
月
１５
日
（
土
）

⑦
１０
月
２２
日
（
土
）

■
時
間
　

・
①
…
午
前
９
時
〜
正
午

・
②
〜
⑦
…
午
前
９
時
３０
分
〜
１１

時
３０
分

■
募
集
人
数

２０
人
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は

抽
選
と
な
り
ま
す
）

■
費
用

２，

７
６
０
円

（
受
講
料
１，

５
０
０
円
＋
教

材
費
１，

２
６
０
円
※
）

■
募
集
期
間
　

７
月
１
日
（
金
）
〜
１０
日
（
日
）

◎
家
庭
で
も
で
き
る
簿
記
入
門

（
中
級
）

■
日
程

①
１１
月
５
日
（
土
）

②
１１
月
１２
日
（
土
）

③
１１
月
１９
日
（
土
）

④
１１
月
２６
日
（
土
）

⑤
１２
月
３
日
（
土
）

⑥
１２
月
１０
日
（
土
）

■
時
間

・
①
、
④
、
⑥
…
午
前
９
時
〜
正
午

・
②
、
③
、
⑤
…
午
前
９
時
３０
分

〜
１１
時
３０
分

■
募
集
人
数

２０
人
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は

抽
選
と
な
り
ま
す
）

■
費
用

２，

７
６
０
円

（
受
講
料
１，

５
０
０
円
＋
教

材
費
１，

２
６
０
円
※
）

■
募
集
期
間

９
月
１
日
（
木
）
〜
１０
日
（
土
）

※
初
級
、
中
級
同
一
の
テ
キ
ス
ト

を
使
用
し
ま
す
。（
両
講
座
受

講
さ
れ
る
方
は
、
１，

２
６
０

円
１
回
の
徴
収
と
な
り
ま
す
。）

◎
趣
味
の
園
芸

■
日
時

①
１０
月
８
日
（
土
）

②
１１
月
５
日
（
土
）

③
１１
月
１２
日
（
土
）

④
１１
月
２６
日
（
土
）

⑤
１２
月
３
日
（
土
）

い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら
５
時

ま
で
。

■
募
集
人
数

２０
人
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は

抽
選
と
な
り
ま
す
）

■
費
用

３，

０
０
０
円

（
受
講
料
１，

５
０
０
円
＋
材

料
費
１，

５
０
０
円
）

■
募
集
期
間

８
月
１
日
（
月
）
〜
１０
日
（
水
）

■
申
込
方
法

往
復
は
が
き
（
締
切
日
消
印
有

効
）
ま
た
は
電
子
申
請
（
締
切

日
必
着
）
よ
り
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

往
復
は
が
き
の
場
合
は
次
の
こ

と
を
明
記
の
う
え
、
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

①
八
高
「
公
開
講
座
」
申
込

②
希
望
す
る
講
座
名

③
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号

※
返
信
用
は
が
き
に
も
郵
便
番

号
、
住
所
、
氏
名
の
記
入
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
そ
の
他

・
公
開
講
座
の
内
容
等
は
、
本
校

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
東
京
都
教
育

委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
語
入
門
」「
基
礎

介
護
実
習
」
な
ど
の
公
開
講
座

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は

決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
１
０
０
―
１
４
０
１

東
京
都
八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷

３
０
２
０
番
地

東
京
都
立
八
丈
高
等
学
校

「
公
開
講
座
」
係

・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　

S
1000213

＠section
.m
etro.

tokyo.jp

・
電
話

０
４
９
９
６
―
２
―
１
１
８
１

水
の
事
故
を
防
ご
う

八
丈
高
校
公
開
講

座
の
ご
案
内

水
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
の

ポ
イ
ン
ト
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気
象
庁
八
丈
島
測
候
所
で
は
、

夏
休
み
最
後
の
日
曜
日
に
「
夏
休

み
お
天
気
教
室
」
を
開
催
し
ま
す
。

内
容
は
、
気
象
に
関
す
る
実
験
、

疑
問
、
質
問
、
高
層
観
測
用
気
球

の
展
示
な
ど
で
す
。

ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時
　

８
月
２８
日
（
日
）

午
後
１
時
〜
４
時

（
台
風
や
大
地
震
な
ど
に
よ
り

中
止
の
場
合
が
あ
り
ま
す
）

■
場
所

気
象
庁
八
丈
島
測
候
所

八
丈
町
大
賀
郷
６
１
０
４

■
入
場
料

無
料

※
昭
和
５６
年
３
月
１
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
に
は
、
当
日
素
敵
な

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
７
月
２２
日
（
金
）
ま
で
に

電
話
（
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の

午
前
１０
時
か
ら
午
後
４
時
ま

で
）
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

気
象
庁
八
丈
島
測
候
所
業
務
課

電
話
２
―
１
１
９
６

学
習
、
生
活
、
進
路
な
ど
教
育

に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
教
育
相
談
員

伊
藤
　
宏

■
相
談
日

毎
週
　
火
・
金
曜
日

■
時
間

午
前
８
時
３０
分
〜午

後
５
時
１５
分

■
場
所

八
丈
町
教
育
相
談
室

（
旧
ち
ょ
ん
こ
め
作
業
所
）

■
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

２
―
０
５
９
１

※
相
談
場
所
に
つ
い
て
は
ご
希
望

に
応
じ
ま
す
。

※
相
談
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

教
育
課
庶
務
係

電
話
２
―
０
７
９
７

広報はちじょう ●INFORMATION 平成17年度要望活動／夏休みお天気教室／教育相談室／図書館からのお知らせ

●休館日…毎週水曜日�
 　7月18日（月・海の日）�
 　7月29日（金・館内整理日）�
�
●開館時間…午前9時～午後4時30分�
�
●新着図書�
『やったらどうなる？』 田島正広�
『ネットの中心でゴッゴルと叫ぶ？』 井口稔�
『いま地球がたいへん！』 国立環境研究所�
『草のふしぎ大研究』 稲垣栄洋�
�
■問い合わせ�
　教育課生涯学習係　電話2－0797�
�

教
育
相
談
室

夏
休
み
お
天
気
教
室

開
催
の
お
知
ら
せ

　平成18年度の予算獲得に向けた要望活動が5月16日から18日まで行われました。�
　国と東京都の関係機関を訪問し、町の現状や今後の町づくりの計画を示した要望書
の提出と口頭による要望を行いました。�
　要望項目は、町発展のための施策で住民生活の向上を目指したものです。�
　要望団は、浅沼道徳町長、長戸路義郎町議会議長、伊勢崎和鶴右衛議員、奥山博文議
員、菊池孜行議員の5名に、山下奉也企画財政課長、佐々木眞理企画財政課企画係長が
同行しました。�

要望項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�
●八丈島空港の運用時間延長・空港使用料減額に関する要望�
●接岸港船客待合所の整備に関する要望　�
●港湾及び漁港の整備促進に関する要望�
（1）港湾の整備促進�
（2）漁港の整備促進�
●道路、排水路、砂防河川等の整備促進に関する要望�
（1）都道の整備促進�
（2）八丈都市計画道路3・4・1号線（底土・空港・八重根港線）�

の整備促進�
（3）砂防河川事業の促進�
（4）八重根港線への排水路整備�
（5）長所沢下原線の整備�
●産業振興に係る施設等の整備促進に関する要望�
（1）農道整備�
（2）神沢地区農道整備事業の整備促進�
（3）神沢地区農業用水施設の整備�
（4）東里排水施設の整備�
（5）田園空間整備事業の促進�

（6）フェニックス・ロベレニー防風・防霜施設及び育苗施設の整備�
（7）農業用施設（ハウス）の整備�
（8）シマアジ等の稚魚中間育成放流事業化の促進�

新●野営場の整備に関する要望�
新●し尿等処理施設整備に伴う技術的・財政的支援に関する要望�
●町立八丈病院運営に伴う財政援助及び医師の支援に関する要望�
●小学校統合校舎建設に関する要望�
新●移動通信用鉄塔施設整備事業に関する要望�

口頭要望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�
新●消防団中之郷分団詰所建替えに伴う財政援助について�
新●町営住宅建設に伴う財政援助について�
新●末吉洞輪沢地区落石防止の事業化について�
新●島嶼地域のトローリング解禁の早期実施について�
新●漁獲物輸送用保冷コンテナの整備について�
新●八丈町における受精卵移植技術の普及、定着化について�
新●底土園地の整備について　�
新●日本宝くじ協会「公益事業に対する助成事業」に伴う支援につ
いて�

平成17年度要望活動�平成17年度要望活動�
八丈島空港の運用時間延長・空港�
使用料減額に関する要望ほか17件�
�
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●先月号に続いて、生活排水処理に関するアンケート調査の結果を報告します。�
�
1． 生活排水対策の実施状況について �
　河川や海洋の水質が悪化している主な原因が、家庭からの生活排水であることを知っていましたかという質
問に対し、84.7％の方が知っていると回答しており、住民の意識レベルは高いと言えますが、実際取り組んで
いる行動についての回答をみると、「生ごみを排水溝から流さないようにしている」75.5％、「不必要な油を流
さず処理している」56.8％の二つの取り組み以外は50％を切っています。�
　生活排水処理に対する意見・要望をみると、自然にやさしい洗剤やシャンプー利用をもっと普及させるべきと
いう意見や、具体的にどのような行動をしたらよいのかの情報が欲しいという意見が出されている他、既に取り
組んでいる方からは町施設や町営の温泉施設での、シャンプー・石鹸利用等への対応が未整備なことについて
の指摘が寄せられており、今後まずは町が率先して生活排水対策に取り組んでいくとともに、情報提供等の住民
要望に応えていく必要があります。�
�

2． 生活排水処理状況：トイレ（便槽）からのし尿の処理状況 �
　現在、トイレ（便槽）からのし尿の処理状況は、地下浸透ますが37.1％、汲み取りが31.5％、合併処理浄化槽
が23.2％、単独処理浄化槽が12.0％という結果になりました。�
　地域別にみると、大賀郷地域、三根地域では地下浸透ますが、樫立地域、中之郷地域、末吉地域では汲み取りが
主体となっており、樫立地域、中之郷地域での合併処理浄化槽の整備が他の地域に比べ遅れているという結果
になりました。�

し尿の処理状況�

現在取り組んでいる行動� 住民の声�

第1位　生ごみを排水溝から流さないようにしている 75.5％�
第2位　不必要な油を流さず処理している 56.8％�
第3位　お風呂の水を洗濯等、再利用している 28.3％�
第4位　食べ残ししないよう、料理を工夫している 23.2％�
第5位　合成洗剤の使用をなるべく控えている 18.9％�

●具体的にどんな行動をしたらよいのか教え
て欲しい�
●合成洗剤やシャンプーに対する規制をし、自
然にやさしいものを普及すべき�
●自然に害の少ない洗剤やシャンプーを紹介
して欲しい�
●町施設・町営の温泉施設での対応が未整備�
�

○町が率先して取り組んでいく�
○町民への情報提供（具体的な取り組み行動例・害の少ない洗剤やシャンプーの紹介）�
�

地下浸透ます地域�

大賀郷・三根�

し尿汲み取り地域�

樫立・中之郷　　　　末吉�

合併処理浄化槽設置が�
他地域に比べ遅れている�

�
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3． 生活排水処理状況：台所や流し・お風呂からの生活雑排水の処理状況 �
　現在、台所や流し・お風呂からの生活雑排水の処理状況は、地下浸透ますが38.9％、合併処理浄化槽が
22.5％、側溝や水路等に放流が17.9％、敷地内にそのまま浸透14.6％という結果になり、側溝や用水路に放
流・敷地内にそのまま浸透を併せて32.5％の生活雑排水がそのまま流されているということが分かりました。�
　地域別にみると、中之郷地域、末吉地域ではそれぞれ72.2％、58.6％が側溝や水路等へ放流されていると
いう結果となり、この2地区への早急な生活雑排水対策を検討する必要があります。�
�

4． 合併処理浄化槽の設置について �
　現在、町で取り組んでいる合併処理浄化槽の設置については、設置に際しての費用を、設置者の方々に負担し
て頂くこととなっていますが、「設置に協力する・出来るだけ協力する」という回答が66.2％、「既に合併処理浄
化槽を設置済み」という回答が14.8％、「協力出来ない・たぶん協力出来ない」と回答された方は5.8％という
結果となり、ほとんどの方が設置に協力的であるといえます。�
　協力出来ない理由をまとめたところ、「費用がないため」が59.7％、「必要を感じないため」が15.4％、「借家
のため」が9.6％、「場所がないため」が5.8％となっており、約6割は費用に関する理由ということが分かりました。�
　現在町では、合併処理浄化槽の設置に対しての補助を行っていますが、この制度を知っていると回答した方は
49.0％、地域別にみても約半分の方しか知らず、また生活排水処理に対する意見・要望では、処理対象人員30
人以上の浄化槽にも一部補助して欲しいという意見もだされており、今後まずは合併処理浄化槽設置補助につ
いての周知徹底を行うとともに、補助金額や補助対象、側溝等へ生活雑排水を放流している地域への重点的な
推進について検討していく必要があります。�
　なお、約15％の方が必要を感じないためと回答しており、今後、生活排水による水質悪化についての広報や
意識啓発についても、積極的に取り組んでいくことも必要です。�
�

生活排水処理状況�

合併浄化槽の設置について�

全　　　域�

中之郷地域�
末 吉 地 域�

�

地下浸透ます�
38.9％�

6.7％�
3.4％�

合併処理浄化槽�
22.5％�

13.3％�
24.1％�

側溝や水路等に放流�
17.9％�
�72.2％�

58.6％�

敷地内にそのまま浸透�
14.6％�

3.3％�
10.3％�

生活雑排水�

2地域への�
早急な対策が必要�
�

既に設置済み�
14.8％�
�

協力する・出来るだけ協力する�
66.2％�
�

協力出来ない・たぶん協力出来ない�
5.8％�
�

費用がないため　59.7％�
�

場所がない　5.8％�
�

住民への協力意識�

協力できない理由�

今後の取り組み�

必要を感じない　15.4％�
�
借家のため　9.6％�
�

◇補助制度の周知�
　徹底�
◇補助金額・対象�
　の検討�
�
◇広報・意識啓発�
　の推進�

合併浄化槽の�
設置について�

�

設置への補助を�
知っているのは約半分�

�
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5． 生活排水処理に対するご意見・ご要望�
　生活排水処理に対する意見・要望をまとめたところ、施設整備等よりも広報や家庭での取り組みに対する意見・
要望が多く寄せられました。�
　施設整備については下水道を整備すべきという意見より、合併処理浄化槽の設置を推進すべきという意見が
多く、住宅新設時や集合住宅は合併処理浄化槽の設置を義務付けるべきという声や、既に設置された方から、自
分だけが頑張っても、周りがやらなければ意味がないといった声もあげられています。�
　広報や家庭での取り組みに対する意見・要望については、行政への要望、合併処理浄化槽の設置への料金負担、
家庭での取り組み強化、側溝・河川・海への直接放流を禁止すべきといった意見・要望が多く寄せられ、行政への
要望については、広報・リーダーシップ不足の指摘、水質状況等の情報公開への要望が、合併処理浄化槽の設置
への料金負担については、補助費用の拡大・補助対象の拡大等の住民負担を減らさないと進まないという意見
や、島最大の観光資源である海を守るためなら負担増はやむをえないという意見が、家庭での取り組み強化につ
いては、洗剤・シャンプーに対する規制や害の少ない洗剤等の紹介の他、家庭での適正な処理方法・具体的な行
動の紹介等、情報提供に関する意見があげられます。�

　なお、生活排水処理以外の意見・要望としては、釣り客・観光客へのごみ持ち帰り指導、漂流ごみの増加、ポイ
捨て・不法投棄禁止などのごみ問題に対する意見・要望が多く、周辺の水辺環境について住民が「以前より汚れ
てきた」と思う理由の第1位が「ごみが浮いている・溜まっている」であることからも、今後、生活排水対策・環境
意識啓発と併せてごみ対策についても再度検討していく必要があります。�

3

生活排水処理に対するご意見・ご要望�

住宅新設時・集合住宅は�
設置を義務化�

広報・リーダーシップ不足�

水質状況等の情報公開�

自分だけやっても�
周りがやらなければ�
意味がない�

住民負担を減らすべき�
(補助費用・対象の拡大)

海を守るためなら�
負担増はやむなし�

合成洗剤・シャンプーへの�
規制�

害の少ない洗剤等の紹介�

具体的な行動例の紹介�

生活排水処理に�
対するご意見・�
ご要望�

側溝・河川・海への�
直接放流の禁止�

合併処理浄化槽設置を�
推進すべき�

�

家庭での取り組み強化�
�

合併処理浄化槽設置への�
料金負担�

行政への要望�

施設整備関連�

広報や家庭での取り組み�
�
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2. 生活排水の処理�

（件数：836）�

37.1％（310）�

 31.5％（263）�

 12.0％（100）�

 1.0％（8）�

 6.0％（50）�

 1.0％（8）�

 2.6％（22）�

 23.2％（194）�

汲み取り�
地下浸透ます�
単独処理浄化槽�
合併処理浄化槽�
農園や家庭菜園等の肥料として自家処理�
わからない�
その他�
不明�

トイレ（便槽）からのし尿をどのように処理していますか。【○印は2つまで】�問2-1

※（　）内は件数�

※（　）内は件数�

0 10 20 30 40

（件数：836）�

38.9％（325）� 17.9％（150）�

 14.6％（122）�

 6.1％（51）�

 2.3％（19）�

 22.5％（188）�

 3.9％（33）�

 5.0％（42）�

地下浸透ます�
側溝や水路等に放流�
敷地内にそのまま浸透�
雑排水用の浄化槽を設置し、処理�
地下タンク、カメ等に貯め、引きとってもらう�
合併処理浄化槽で処理�
その他�
不明�

台所や流しやお風呂からの排水（雑排水）をどのように処理していますか。【○印は2つまで】�問2-2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計�

末吉地域�

中之郷地域�

樫立地域�

三根地域�

大賀郷地域�

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計�

末吉地域�

中之郷地域�

樫立地域�

三根地域�

大賀郷地域�

0 10 20 30 40

※地下浸透ます：し尿や台所やお風呂からの排水を地下に浸透させ、�
　処理する枡（ます）。�
※単独処理浄化槽：し尿のみを処理する浄化槽。台所やお風呂から�
　の排水は処理できません。�
※合併処理浄化槽：し尿と台所やお風呂からの排水をあわせて処理�
　する浄化槽です。�
�



協力する�
19.4％（162）�

出来るだけ協力する�
46.8％（391）�

わからない�
9.8％（82）�

不明�
3.3％（28）�

問2-3

※（　）内は件数�

件数�
836

たぶん協力できない�
4.4％（37）�

協力できない�
1.4％（12）�

既に合併処理浄化槽を�
設置済み�
14.8％（124）�

現在、町では水質悪化の主な原因である生
活雑排水を適正に処理できる、合併処理浄
化槽の普及に取り組んでいます。しかし合併
処理浄化槽の設置は、町民の皆様に設置費
用を負担して頂くこととなりますが、ご協力
していただけるでしょうか。�

問2-3-a 協力できない理由を体系的に分
類すると、次のようになります。�

場所がない�
費用がない�
借家のため�
必要を感じないため�
　　現在不便ではない・十分�
　　費用負担してまでしたくない�
　　それほど水質が悪いと感じない�
町・業者への不信感�
　　役場の体制への不信�
　　役場の税金・財政管理への不信�
　　町業者の工事への不信�
設置後の維持管理費への不安（老齢者）�
排出抑制しない限り根本解決にはならないから�

回　答　の　分　類� 回答数�

計�

3�
20�
5�
8�
4�
1�
3�
3�
1�
1�
1�
1�
1�
52�
�

知っている�
49.0％（410）�

知らなかった�
47.6％（398）�

現在、町では処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽の設置に際し、設置費用の一部を補助して�
いることをご存じでしたか。�

問2-4

※（　）内は件数�

件数�
836

不明�
3.3％（28）�
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●
一
般
曹
候
補
学
生

○
受
験
資
格

１８
歳
以
上
２４
歳
未
満

○
受
付
期
間

８
月
１
日
〜
９
月
８
日

○
試
験
期
日

１
次
試
験
　
９
月
１７
日

●
曹
候
補
士

○
受
験
資
格

１８
歳
以
上
２７
歳
未
満

○
受
付
期
間

８
月
１
日
〜
９
月
８
日

○
試
験
期
日

１
次
試
験
　
９
月
１７
日

●
２
等
陸
・
海
・
空
士

○
受
験
資
格

１８
歳
以
上
２７
歳
未
満

○
受
付
期
間

・
男
子

年
間
を
通
じ
て
受
付

・
女
子

８
月
１
日
〜
９
月
８
日

○
試
験
期
日

・
男
子

受
付
時
に
お
知
ら
せ

・
女
子

９
月
２５
日
・
２６
日

●
航
空
学
生

○
受
験
資
格

２１
歳
未
満
の
高
校
卒
業
者

（
卒
業
見
込
み
含
む
）

○
受
付
期
間

８
月
１
日
〜
９
月
８
日

○
試
験
期
日

１
次
試
験
　
９
月
２３
日

●
看
護
学
生

○
受
験
資
格

２４
歳
未
満
の
高
校
卒
業
者

（
卒
業
見
込
み
含
む
）

○
受
付
期
間

９
月
９
日
〜
９
月
３０
日

○
試
験
期
日

１
次
試
験
　
１０
月
１６
日

■
問
い
合
わ
せ

自
衛
隊
東
京
地
方
連
絡
部

太
田
出
張
所

○
電
話

０
３
―
３
７
３
６
―
４
２
７
１

自
衛
官
募
集



3. 生活排水処理に対するご意見・ご要望のまとめ�

河川や用水路、海辺の汚濁を防止し、きれいな水辺を維持していくにはどうしたら良いのか、あなた�
のご意見・ご要望がありましたらご記入下さい。�
　出された意見・要望を体系的にまとめると、次のようになります。�
�

問3-1

生活排水処理について 207�

施設整備等のハード面へのご意見 88�

施設を整備すべき 80�

下水道を整備すべき 18�

下水（し尿）処理施設を整備すべき 11�

合併処理浄化槽の設置を推進すべき 46�

住宅新設時に合併設置を義務化すべき 2�

集合住宅は合併設置を義務化すべき 1�

全世帯合併設置を義務化すべき 3�

施設整備にあたり、再資源化を考慮すべき 5�

地理的、環境的に合併設置が無理な場所が多い 1�

設置後、基準値以下で放流されているかに懸念 2�

広報・家庭での取り組み等のソフト面へのご意見 119�

戸別指導をすべき 2�

料金負担について 19�

海を守る為なら住民負担増はやむなし 4�

出来る限り住民負担を減らさないと進まない 11�

補助費用の拡大 7�

補助対象の拡大 1�

具体的な費用負担額を示すべき 3�

水道料金を増加し、合併推進財源にすべき 1�

側溝・河川・海への直接放流を禁止すべき 12�

各家庭で、みんなが意識して行動するしかない 36�

環境教育が大事 6�

家庭での取り組み啓発を強化すべき 19�

洗剤・シャンプーに対する何かしらの規制を設ける 7�

まず町が真剣に取り組むべき 1�

害の少ない洗剤等を紹介して欲しい 2�

家庭から出る汚染するものの、適切な�
処理方法を紹介してほしい 

6
�

行政への要望 20�

町がもっとリーダーシップをとって進めるべき 4�

町の広報が不足している・徹底すべき 9�

町がもっと勉強すべき 1�

情報公開を進めるべき（水質状況等） 4�

個人・役場の役割分担を明確にすべき 2�

提案・その他 5�

具体的な処理方法の提案 3�

町道の下水道（側溝）にフタをして欲しい（臭いの問題） 2�

�

島の環境・ごみ問題について 64�

ごみ問題 40�

漂流ごみの増加 2�

ごみ箱の設置 3�

観光客へのごみ持ち帰りの指導強化 5�

釣り客 3�

一般観光客 2�

包装の改善 4�

ポイ捨て・不法投棄禁止 14�

環境意識を高める活動を実施すべき�
（クリーンデーのやり方について） 

6
�

集団清掃を実施すべき 6�

オキアミ使用禁止を検討すべき 5�

農薬等流出への疑問（ヤスデ退治用薬） 1�

道路・用水路・河川・港湾等の整備過剰 5�

もっと島の水循環を考慮した整備を行うべき 4�

山の森林整備・保護 4�

海洋環境の変化 5�

海草の減少 2�

貝類の減少 1�

魚類の減少 2�

�

計 271

旧
勤
労
福
祉
会
館
に
て
お
預
か

り
し
ま
し
た
ボ
ウ
リ
ン
グ
用
品

（
ボ
ー
ル
・
シ
ュ
ー
ズ
等
）
で
、

長
期
間
の
未
使
用
や
、
使
用
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
用
品
が
多
数
あ

り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
用
品
の
廃
棄
処
分
を

す
る
た
め
、
所
有
者
の
確
認
を
し

ま
す
。

ボ
ウ
リ
ン
グ
場
へ
ご
来
場
の
際

に
係
員
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
用
品
に

つ
い
て
も
確
認
の
対
象
に
な
り
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。連

絡
の
あ
っ
た
用
品
は
、
引
き

続
き
お
預
か
り
し
ま
す
。

連
絡
の
な
い
用
品
に
つ
い
て

は
、
廃
棄
処
分
し
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

■
確
認
期
間

７
月
３１
日
（
日
）
ま
で

■
問
い
合
わ
せ

教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

電
話
２
―
０
７
９
７
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八
丈
町
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
か

ら
の
お
知
ら
せ

ボ
ウ
リ
ン
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SCHEDULE
20057月� 保� 上老�

町　立�
八丈病院� 保健所�

坂上老人�
福 祉 館�

三� 大� 樫� 中� 末� 保福�

三　根�
公民館�

大賀郷�
公民館�

樫　立�
公民館�

中之郷�
公民館�

末　吉�
公民館�

八丈町保健�
福祉センター�

町病�

八丈町役場　出張所／三根：2-0349　樫立：7-0003　中之郷：7-0002　末吉：8-1003 100%再生紙を使用しています。�

�皮  膚  科�

甲状腺科�

耳鼻咽喉科�

診　療　日� 診療時間�

１３：００～�

  ９：００～�

  ９：００～�

６日（水）・２０日（水）�

９日（土）�

�１９日（火）・２０日（水）・２１日（木）・�
２２日（金）�
�

休　業　日�

�ふれあいの湯�

みはらしの湯�

ザ・BOON�

やすらぎの湯�

３日（日）～１５日（金）・２５日（月）�

１９日（火）・２６日（火）�

２０日（水）・２７日（水）�

１日（金）・２日（土）・２１日（木）・２８日（木）�

�●１８日（月・海の日）は各温泉休まずに営業します。●�

海の日�

町立八丈病院診療日� 温泉休業日�（受付時間／８：００～１１：００）�

7月のゴミ分別回収�

三　　根� 大　賀　郷� 樫立・中之郷・末吉�

びん�びん� 資源資源�資源� 害�害� 金属�金属�　　　・・・燃えるゴミ　　　　　・・・空きびん　　　　　・・・資源ゴミ　　　　　・・・有害ゴミ　　　　　・・・金属ゴミ�燃�燃�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

図書館休館日� 介護保険意見書受診�
１２：３０～�町病�

高齢者健康教室�
１０：００～１３：００�

介護保険意見書受診�
１２：３０～�町病�

介護保険意見書受診�
１２：３０～�町病�

糖尿病教室�
１３：３０～�町病�

介護保険意見書受診�
１２：３０～�町病�

こどもひろば� 図書館休館日�

図書館休館日�

図書館休館日�

図書館休館日� 図書館休館日�

９：３０～１０：３０�保福�

こどもひろば�東京都議会議員�
選挙� ９：３０～１０：３０�
７：００～２０：００�

保福�

両親学級①�
１３：３０～１５：３０�

保福�

両親学級②�
１０：３０～１２：３０�

保福�

両親学級③�
１３：３０～１５：３０�

保福�

両親学級④� 八丈島夏まつり�
25日まで�
（商工会館通り）�
�愛らんどリーグ2005　�
24日まで�

１３：３０～１５：３０�

保福�

こども心理相談�
１３：００～１７：００�

保福�

１３：１５～１３：４５�保福�

１歳６か月児健康診査�
３０�２９�２８�２７�２６�２５�

２３�２２�２１�２０�１９�１８�１７�

１６�１５�１４�１３�１２�１１�１０�

９�８�７�６�５�４�３�

２�１�

末�中�

高齢者健康教室�
１０：００～１３：００�大�

高齢者健康教室�
１０：００～１３：００�樫�

高齢者健康教室�
１０：００～１３：００�三�

こども心理相談�
９：００～正午�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土� 日� 月� 火� 水� 木� 金� 土� 日� 月� 火� 水� 木� 金� 土�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

びん�びん�害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

害�害�
燃�燃�

びん�びん�

びん�びん�

害�害�
燃�燃�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

資源�資源�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�

金属金属�金属�
３０�２９�２８�２７�２６�

２３�２２�２１�２０�１９�
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４�

２�

２４�
３１�

１７�

１０�

３�

１�

臨時診療のお願い�
初診の方は、8時30分�
からの受付となります。�

２４�
３１�


